
平成１４年（ワ）第１３５２７号　特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結の日　平成１６年５月２４日
　　　　　　　　　　判　　　　　　　　　決
　　　　　　　　原　　　　　　告　　　株式会社伸晃
　　　　　　　　訴訟代理人弁護士　　　白波瀬　文　夫
　　　　　　　　補佐人弁理士　　　　　濱　田　俊　明
　　　　　　　　被　　　　　　告　　　アイリスオーヤマ株式会社
　　　　　　　　訴訟代理人弁護士　　　伊　藤　　　真
　　　　　　　　訴訟代理人弁理士　　　畑　中　芳　実
　　　　　　　　同　　　　　　　　　　福　迫　眞　一
　　　　　　　　　　主　　　　　　　　　文
　１　被告は、原告に対し、５０５８万４８７４円及びうち４９７６万０１２５円
に対する平成１５年１月１９日から、４２万４０８４円に対する同月２０日から、
４０万０６６５円に対する同月２１日から、それぞれ支払済みまで年５分の割合に
よる金員を支払え。
　２　原告のその余の請求をいずれも棄却する。
　３　訴訟費用はこれを５分し、その２を原告の、その余を被告の各負担とする。
　４　この判決は、第１項に限り、仮に執行することができる。
　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　請求
　１　被告は、別紙ロ号物件目録記載の物件を製造し、輸入し、又は販売してはな
らない。
　２　被告は、別紙ロ号物件目録記載の物件を廃棄せよ。
　３　被告は、原告に対し、７６８０万８１７７円及びこれに対する平成１５年１
月１９日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払
え。
第２　事案の概要
　　　本件は、置棚に関する特許権を有する原告が、被告による２種類の組立式置
棚の製造ないし輸入及び販売が、上記特許権を侵害すると主張して、損害賠償及び
補償金の支払い（ただし、内金請求である。）と、販売を継続している１種類の組
立式置棚の製造、輸入及び販売の差止めとその廃棄を請求した事案である。
　１　前提となる事実（当事者間に争いのない事実は証拠を掲記しない。）
　　(1)　原告は、樹脂成形品や家庭用台所器具の製造販売等を業とする株式会社で
ある。
　　　　被告は、プラスチック製収納用品の製造販売等を業とする株式会社であ
る。
　　(2)　原告は、下記の特許権を有している（以下、この特許権を「本件特許権」
といい、その特許請求の範囲の請求項１記載の発明を「本件発明」という。）。
　　　　　発明の名称　　　　置棚
　　　　　出願日　　　　　　平成９年１２月２５日
　　　　　出願番号　　　　　特願平９－３６８６９６号
　　　　　公開日　　　　　　平成１１年７月１３日
　　　　　公開番号　　　　　特開平１１－１８７９４１号
　　　　　登録日　　　　　　平成１４年１０月１１日
　　　　　特許番号　　　　　第３３５８１７３号
　　　　　特許公報発行日　　平成１４年１２月１６日
　　　　　特許請求の範囲の請求項１は、別紙特許公報の該当欄記載のとおり
　　　　上記請求項の構成要件は、以下のとおり分説される。
　　　　　Ａ　左右の支脚間に前後に架橋した棚受用横桟上に適宜着脱自在な取替
棚を掛止してなる置棚において、
　　　　　Ｂ　上記棚受用横桟は外管に内管を伸縮可能に挿通してなると共に、
　　　　　Ｃ　上記外管の伸縮方向に一定長を有する固定棚は、その後方裏面に設
けた取付孔に内管側の支脚を嵌入すると共に、
　　　　　Ｄ　当該固定棚の先端の支持部に対して上記外管をその伸縮に応じて摺
動自在に挿通して該固定棚を水平に支持し、
　　　　　Ｅ　所定枚数の取替棚を前後の外管上に掛止したことを特徴とする
　　　　　Ｆ　置棚
　　(3)　被告は、組み立て式の別紙イ号物件目録記載の物件（以下「イ号物件」と



いう。なお、これを組み立てたものも、以下単に「イ号物件」ということがあ
る。）を製造又は輸入し、販売していた。
　　　　イ号物件は、これを組み立てた場合、本件発明の構成要件をすべて充足
し、その技術的範囲に属する。
　　(4)　被告は、組み立て式の別紙ロ号物件目録記載の物件（以下「ロ号物件」と
いう。なお、これを組み立てたものも、以下単に「ロ号物件」ということがあ
る。）を製造又は輸入し、販売している。
　　　　ロ号物件は、これを組み立てた場合、本件発明の構成要件のうち、少なく
ともＡ、Ｂ、Ｃ及びＦを充足する。
　　(5)　原告は、被告がイ号物件を販売していることを知り、本件特許の出願公開
後である平成１３年７月２７日、被告に対し、イ号物件が出願中の本件発明の技術
的範囲に属すること、その設定登録後には補償金請求権が発生すべきことを記載し
た警告書と、本件特許の公開特許公報（特開平１１－１８７９４１号）を送付し、
これらは同月３０日に被告に到達した。
　　　　上記公開特許公報における特許請求の範囲の請求項１は、別紙公開特許公
報の該当欄記載のとおりである（甲１３）。
　　　　原告は、最初の特許料を納付した後である平成１４年９月２６日、被告に
対し、本件特許出願について特許すべきものとした審決を受けたこと、最初の特許
料を納付したこと、特許請求の範囲の記載は、出願後に補正されているとして、補
正後の特許請求の範囲を記載した通告書を送付し、同書面はそのころ被告に到達し
た。
　　　　原告は、本件特許権の設定登録後である平成１４年１０月２９日、被告に
対し、同月１１日に本件特許権の設定登録がされたことを記載した警告書を送付
し、同書面は同月３１日ころに被告に到達した。
　２　争点
　　(1)　ロ号物件の構成要件充足性
　　　〔原告の主張〕
　　　　ロ号物件は、その構成ｄ１及びｅ２のとおり、置棚を７０センチメートル
ないし７１．５センチメートル幅の範囲で用いた場合は、外管２ａはその伸縮に応
じて１．５センチメートル幅の範囲で固定棚３の先端の支持部３ｂに対して摺動自
在に挿入され、さらに、３枚の取替棚４のうち４ｓ１枚を掛止したときは、取替棚
４ｓは外管２ａ上に掛止される。
　　　　このとき、ロ号物件は本件発明の構成要件Ｄ及びＥの構成をいずれも備え
る。
　　　　ロ号物件は、その通常の用法の一つとして取替棚に４ｓ１枚を用いる場合
があり、そのときに本件発明の構成を備える以上、ロ号物件は本件発明の構成要件
を充足するというべきである。したがって、ロ号物件は本件発明の技術的範囲に属
する。
　　　〔被告の主張〕
　　　ア　ロ号物件は、その構成ｄ１のとおり、置棚を７０センチメートルないし
７１．５センチメートル幅の範囲で用いた場合は、外管２ａはその伸縮に応じて
１．５センチメートル幅の範囲で固定棚３の先端の支持部３ｂに対して摺動自在に
挿入される。ここで、固定棚を支持するのは、外管ではなく、もっぱら外管に内管
が挿通されることによっている。
　　　　　ところで、構成要件Ｄは、「当該固定棚の先端の支持部に対して上記外
管をその伸縮に応じて摺動自在に挿通して該固定棚を水平に支持し、」というもの
であり、固定棚が外管によって支持されることを必要とするのであるから、置棚を
７０センチメートルないし７１．５センチメートル幅の範囲で用いた場合であって
も、ロ号物件は構成要件Ｄを充足しない。
　　　イ　ロ号物件は、その構成ｄ２及びｄ３並びにｅ３のとおり、置棚を７１．
５センチメートルないし１０２センチメートル幅の範囲で用いた場合は、外管２ａ
は固定棚３の先端の支持部３ｂに挿入されず、固定棚３を支持せず、また固定棚は
水平に支持されず、さらに、３枚の取替棚４のうち４ｓ１枚以外の組合せの取替棚
を掛止したときは、所定枚数の取替棚４のいずれかの一端又は両端は外管２ａ上に
掛止されない。
　　　　　本件発明の目的は、「あらゆる寸法の収納空間に適用できる置棚を提
供」するところにあり、「外管を伸縮させることにより置棚の全長を適宜調節する
ことができる」手段として、伸縮させたいずれの場合にも本件発明の構成が用いら



れたものであるから、置棚の全長を最も短くして取替棚４ｓだけを用いるように組
み立てた場合にだけ本件発明の構成を備えるとしても、そのことをもって本件発明
の構成要件を充足することにはならない。
　　　　　したがって、本件発明の構成要件を充足するというためには、外管を伸
ばしたときも縮めたときも、本件発明の構成要件を充足していなければならない。
そして、ロ号物件は、上述のとおり、常に構成要件Ｄ及びＥを充足するものではな
いから、本件発明の構成要件Ｄ及びＥを充足するものではない。
　　　ウ　いずれにしても、ロ号物件は本件発明の技術的範囲に属しない。
　　(2)　本件特許権に無効理由が存することが明らかか
　　　〔被告の主張〕
　　　ア　本件発明は、その特許出願前に公知となっていた英国特許出願公開（第
２０６６０５６号）明細書（乙２）に記載された発明と、周知慣用技術に基づい
て、又は、その特許出願前に公知となっていた英国特許出願公開第２０６６０５６
号明細書（乙２）に記載された発明と、米国特許第３０８０８３２号明細書（乙
３）若しくは独国特許第１２９６７６２号明細書（乙４）に記載された発明と、周
知慣用技術に基づいて、当業者であれば容易に発明することができたものである。
　　　イ　本件発明は、その特許出願前に公知となっていた特開平９－３０８５３
２号公開特許公報（乙９）、特開平９－６５９３７号公開特許公報（乙２５）及び
実開昭５２－１３７１２２号公開実用新案公報（乙１８）にそれぞれ記載された発
明ないし考案に基づいて、当業者であれば容易に発明することができたものであ
る。
　　　ウ　本件発明は、周知慣用技術の単なる寄せ集めに過ぎない。
　　　エ　本件発明は、その特許出願前に公知となっていた実公平３－４０１６５
号実用新案公報（乙３５）に記載された考案と、周知慣用技術に基づいて、当業者
であれば容易に発明することができたものである。
　　　オ　以上のとおりであるから、本件特許権には、特許法１２３条１項２号の
無効理由が存在することが明らかであり、このような本件特許権の行使は権利の濫
用であって許されない。
　　　〔原告の主張〕
　　　　　いずれも否認ないし争う。本件特許権には原告が主張するような無効理
由は存在せず、その行使は権利濫用にはあたらない。
　　(3)　損害賠償の対象期間（被告の過失責任が認められる始期）
　　　〔原告の主張〕
　　　　原告は、前記「前提となる事実」(5)のとおり、平成１３年７月３０日到達
の書面で公開特許公報を添えて被告に警告し、平成１４年９月２６日には特許審決
がされた事実を、同年１０月２９日には設定登録がされた事実をそれぞれ被告に通
知し、本件発明の実施を控えるよう警告している。
　　　　以上の事実に照らせば、特許権侵害による損害賠償が過失責任を前提とす
るとしても、被告が本件特許権侵害について設定登録の日である平成１４年１０月
１１日の実施から損害賠償責任を負うことは明らかである。
　　　　なお、被告は、本件特許の出願公開後に警告を受け、さらに設定登録前に
も通知を受けているのであるから、被告は漫然と本件発明の実施を継続するうち
に、近日中のいずれかの日から販売行為が不法行為となることを認識していたので
あって、それにもかかわらず被告は本件発明の実施を継続したのであるから、被告
において本件特許権の設定登録の日をそれと認識していなくとも、その日から故意
又は過失を認めることができる。
　　　〔被告の主張〕
　　　　原告は、平成１４年９月２６日に、特許審決がされた事実を原告が被告に
書面で通知したことから、被告は本件特許権の設定登録日の実施から損害賠償責任
を負うと主張する。
　　　　しかしながら、上記通知の時点では、設定登録がされている訳ではない。
そして、上記通知書によっても、将来設定登録がされるであろうことを知ることが
できたに過ぎないのであって、いつ設定登録がされるかについては全く知り得な
い。そして、特許公報が発行されるまでは、特許権の設定登録がされた事実は、部
外者には知り得ない。
　　　　ところで、特許権の設定登録がされるまでは、その発明の実施は適法な行
為であるところ、近い将来にそれが禁止されることになるとしても、その時点を当
事者が知り得ないにもかかわらず、その知り得ない時点以降の行為について過失責



任を認めるとすれば、本来適法行為である設定登録前においてまで発明の実施を中
止することを実施者に強いることになる。
　　　　そして、特許公報が発行されるまでは、本件特許権が設定されたことを知
るのは不可能であるにもかかわらず、設定登録時から過失を認めることは、当事者
において予見・回避不可能な事情を起点として過失責任を認めることになる。
　　　　したがって、被告に過失が認められるのは、本件特許権の特許公報が発行
された翌日である平成１４年１２月１７日以降である。
　　　　仮に、特許公報によって設定登録の事実を確認できなくとも、特許権者で
ある原告の書面に基づき、その記載内容を信じるべきとして被告に過失が認められ
るとしても、その始期は、設定登録がされたことを記載した平成１４年１０月２９
日付の書面が被告に到達した翌日である同年１１月１日である。
　　(4)　損害額
　　　ア　イ号物件について
　　　　〔原告の主張〕
　　　　（特許法１０２条１項に基づく主張）
　　　　　原告は、本件発明の実施品である、「ＯＲ－ＢＥ１」及び「ＯＲ－ＢＥ
２」（なお、「ＯＲ－ＢＥ１」は組立式置棚が１組のもの、「ＯＲ－ＢＥ２」は同
じく組立式置棚が２組のものである。）を製造販売している。その平均販売価格
は、「ＯＲ－ＢＥ１」は１２４０．４３円、「ＯＲ－ＢＥ２」は２３５３．８５円
である。
　　　　　上記原告製品の１個当たりの利益額は、運賃（輸送費）を控除する以前
においては、「ＯＲ－ＢＥ１」が４７１．０７円、「ＯＲ－ＢＥ２」が８８４．６
３円であり、運賃（輸送費）は、原告においては製品種別毎の運賃額は把握してい
ないものの、原告の全製品における売上に対する運賃の割合が３．４３パーセント
であることから、「ＯＲ－ＢＥ１」については４２．５５円、「ＯＲ－ＢＥ２」に
ついては８０．７４円と算出するのが相当であり、これを控除した後の利益額は、
「ＯＲ－ＢＥ１」が４２８．５２円、「ＯＲ－ＢＥ２」が８０３．８９円である。
　　　　　後記被告の主張によれば、平成１４年１０月１１日以降のイ号物件の販
売数量は、「ＮＯＤ－３７０」は１万０５４９箱、「ＮＯＤ－３７０×２」は４万
１３８６個であるから、これを前提とすれば、原告が被った損害の金額は、以下の
とおりとなる。
　　　　　　「ＮＯＤ－３７０」（「ＯＲ－ＢＥ１」相当品）について
　　　　　　　　428.52円×10,549箱＝ 4,520,457円
　　　　　　「ＮＯＤ－３７０×２」（「ＯＲ－ＢＥ２」相当品）について
　　　　　　　　803.89円×41,386箱＝33,269,791円
　　　　　　合計　　　　　　　　　　37,790,248円
　　　　〔被告の主張〕
　　　　　原告が本件発明の実施品を製造販売していることは認める。
　　　　　被告によるイ号物件の販売数は、別紙イ号物件販売数一覧表のとおりで
ある（なお、「ＮＯＤ－３７０」はイ号物件１組のもの、「ＮＯＤ－３７０×２」
はイ号物件２組のものである。）。
　　　　　原告が得られるべき利益額について、販売に要した費用として控除すべ
き運賃（輸送費）としては、原告の同業他社における輸送費の販売価格に占める一
般的割合や、原告の本件発明の実施品が原告の各種製品の中でも大きい部類に属
し、その運賃が原告の各種製品の平均運賃を大きく上回るはずであることからすれ
ば、販売価格の１０パーセント、即ち、原告商品「ＯＲ－ＢＥ１」については１個
当たり１２４円、同じく「ＯＲ－ＢＥ２」については１個当たり２３５円と認める
のが相当である。
　　　イ　ロ号物件について
　　　　〔原告の主張〕
　　　　（特許法１０２条１項に基づく主張）
　　　　　原告は本件発明の実施品である、「ＯＲ－ＢＥ１」及び「ＯＲ－ＢＥ
２」を製造販売している。
　　　　　上記原告製品の１個当たりの利益額は、「ＯＲ－ＢＥ１」が４２８．５
２円、「ＯＲ－ＢＥ２」が８０３．８９円である。
　　　　　被告は、平成１５年２月２０日からロ号物件の出荷を開始し、月間販売
数量は、「ＮＯＤ－３７０」は３０００箱、「ＮＯＤ－３７０×２」は２万個と推
定されるから、平成１５年８月１９日までの６か月間の販売量は、「ＮＯＤ－３７



０」は１万８０００個、「ＮＯＤ－３７０×２」は１２万個となる。これによれ
ば、平成１５年２月２０日から平成１５年８月１９日までの、原告が被った損害の
金額は、以下のとおりとなる。
　　　　　　「ＮＯＤ－３７０」（「ＯＲ－ＢＥ１」相当品）について
　　　　　　　　428.52円× 18,000箱＝ 7,713,360円
　　　　　　「ＮＯＤ－３７０×２」（「ＯＲ－ＢＥ２」相当品）について
　　　　　　　　803.89円×120,000箱＝96,466,800円
　　　　　　合計　　　　　　　　　　104,180,160円
　　　　〔被告の主張〕
　　　　　　否認ないし争う。
　　　ウ　弁護士費用及び弁理士費用について
　　　　〔原告の主張〕
　　　　　原告は、本件訴訟の追行を訴訟代理人弁護士及び補佐人弁理士に委任せ
ざるを得なかった。その報酬のうち、それぞれ５００万円、合計１０００万円は、
被告の特許権侵害行為によって受けた損害というべきである。
　　　　〔被告の主張〕
　　　　　否認ないし争う。
　　(5)　補償金請求権の成否とその額
　　　〔原告の主張〕
　　　ア　前記「前提となる事実」(5)のとおり、原告は、本件特許の出願公開後、
被告に対し、公開特許公報を添えて警告書を送付し、これらは平成１３年７月３０
日に被告に到達した。
　　　　　本件特許の特許請求の範囲は、出願公開後に補正されたものの、この補
正は出願公開時の特許請求の範囲を減縮したものであって、イ号物件は補正の前後
を通じて本件発明の技術的範囲に属するものであるから、補償金を請求するために
は、補正後の特許請求の範囲を改めて被告に示して再度の警告をする必要はない。
　　　　　したがって、原告は、被告に対し、上記警告書が被告に到達した平成１
３年７月３０日から、本件特許権の登録日の前日である平成１４年１０月１０日ま
での間における、被告によるイ号物件の販売につき、補償金請求権を有する。
　　　イ　被告によるイ号物件の平均卸売価格は、「ＮＯＤ－３７０」については
１個当たり１２４６円、「ＮＯＤ－３７０×２」については１個当たり１６６６円
であった。
　　　　　後記被告の主張イによれば、上記期間中のイ号物件の販売数量は、「Ｎ
ＯＤ－３７０」は２万５６０８箱、「ＮＯＤ－３７０×２」は１７万８６３９個で
あるから、これを前提とすれば、原告が受けるべき補償金の金額は、以下のとおり
となる。
　　　　　本件発明の相当な実施料率としては５パーセントを下らない。
　　　　　　「ＮＯＤ－３７０」について
　　　　　　　　1,246円× 25,608箱×0.05＝ 1,595,378円
　　　　　　「ＮＯＤ－３７０×２」について
　　　　　　　　1,666円×178,639箱×0.05＝14,880,628円
　　　　　　合計　　　　　　　　　　　　　16,476,006円
　　　〔被告の主張〕
　　　ア　原告は、本件特許の出願公開後、被告に対し、公開特許公報と警告書を
送付し、これらが平成１３年７月３０日に被告に到達したことは認める。
　　　　　しかしながら、上記公開特許公報記載の発明は、新規性、進歩性を欠
き、特許登録される見込みのないものであったため、原告は、出願公開後に特許請
求の範囲を補正し、特許登録に至ったものである。そして、被告は、上記補正の内
容については通知されておらず、その内容を知らなかった。
　　　　　このように、原告が被告にした警告書において示された発明の内容は、
特許登録された本件発明とは異なるものであり、被告は、特許登録された発明の内
容を記載した書面による警告は受けていないのであるから、補償金請求権は発生し
ない。
　　　イ　被告によるイ号物件の販売数は、別紙イ号物件販売数一覧表のとおりで
ある。
　　　　　原告が被告に発送した警告書が被告に到達したのは、平成１３年７月３
０日の午後であるから、これ以前の販売分について補償金請求権が生じる余地はな
く、その始期は警告書が被告に到達した翌日である平成１３年７月３１日である。



　　　　　原告主張の平均卸売価格は認める。
　　　　　本件発明の進歩性に鑑みれば、相当な実施料率としては３パーセントを
超えるものではない。
第３　当裁判所の判断
　１　争点(1)（ロ号物件の構成要件充足性）について
　　(1)　本件特許権にかかる明細書（甲１）によれば、その発明の詳細な説明に
は、次のとおりの記載があることが認められる。
　　　ア　発明の属する技術分野、従来の技術、発明が解決しようとする課題の項
　　　　　この発明は、押入やキャビネット等の収納空間に利用する置棚に係り、
詳しくは収納空間の寸法に応じて、適宜置棚の長さを調節できる構成に関するもの
である。
　　　　　従来から、押入等の収納効率を高めるために、支脚間に棚受用横桟を架
橋し、当該横桟上に棚材を載置してなる置棚は公知である。当該置棚によれば、棚
材によって押入の収容空間を上下に区画することができるため、棚の上には布団
を、下には洋服の収納ボックスを置くというように、収容物の整理が図られ、押入
等の収容効率も高めることができる。
　　　　　ところで押入の寸法は、その建物がどのような尺度によって建てられた
かによって異なる。つまり、建物尺度としては日本工業規格で中京間、京間、関東
間、メートル間等が定められているが、その尺度が異なれば押入の寸法も異なる。
　　　　　しかし、上記従来の置棚は、横桟の長さが固定されたものであるため、
製造者側は各尺度における押入の寸法に応じた数種類の置棚を用意する必要があ
り、この種置棚の製造コストを低減できないという課題があると共に、消費者側に
とっても押入の寸法を確認した上で、対応する置棚を購入しなければならないとい
う課題があった。なお、こうした課題は押入用に限らず、クローゼットや、また洗
面台キャビネット、ガス台キャビネットに用いる置棚にも共通して見られるもので
あった。
　　　　　本発明は、上述した課題を解決するためになされたもので、その目的は
あらゆる寸法の収納空間に適用できる置棚を提供することである。
　　　イ　課題を解決するための手段の項
　　　　　本発明では、上記目的を達成するために、左右の支脚間に前後に架橋し
た棚受用横桟上に適宜着脱自在な取替棚を掛止してなる置棚において、上記棚受用
横桟は外管に内管を伸縮可能に挿通してなると共に、上記外管の伸縮方向に一定長
を有する固定棚は、その後方裏面に設けた取付孔に内管側の支脚を嵌入すると共
に、当該固定棚の先端の支持部に対して上記外管をその伸縮に応じて摺動自在に挿
通して該固定棚を水平に支持し、所定枚数の取替棚を前後の外管上に掛止するとい
う手段を用いた。
　　　　　当該手段によれば、外管を伸縮させることにより置棚の全長を適宜調節
することができる。このとき、固定棚の外管に対する支持部は、外管を摺動するた
め、固定棚の支持高さは一定に保たれ、常に水平に支持される。また、固定棚と共
に取替棚も外管に掛止するため、段差無く両者を水平に支持することができると共
に、内管よりも径の太い外管に支持することにより、その分、棚の積載荷重を大き
くとることができる。
　　　ウ　発明の効果の項
　　　　　棚受用の横桟を伸縮自在に構成したので、収納空間の寸法に応じて置棚
のサイズを調整できる。また、固定棚および取替棚を外管のみで支持することとし
たため、ガタツキがなく、外管の径に見合って十分な積載荷重を確保することがで
きる。
　　(2)　上記(1)のとおりの明細書の記載に照らせば、本件発明は、収納空間の幅
はそれぞれの建物によって異なるところ、あらゆる寸法の収納空間に適用可能な置
棚を得るために、その長さを調節可能とし、さらに、固定棚と取替棚を常に水平か
つ段差なく支持し、加えて、棚の積載荷重を大きくとるために、固定棚及び取替棚
を外管のみで支持することにその特徴があるものというべきである。
　　　　したがって、ある置棚が本件発明の構成要件Ｄ及びＥを充足するというた
めには、その置棚が通常用いられる、調節可能な長さの全範囲において、構成要件
Ｄ及びＥを常に充足する必要があるというべきである。この点についての原告の主
張は、上に述べたところに照らして採用することができない。
　　　　これをロ号物件についてみるに、ロ号物件は、その構成ｄ２及びｄ３のと
おり、置棚を７１．５センチメートルないし１０２センチメートル幅の範囲で用い



た場合は、外管２ａは固定棚３の先端の支持部３ｂに挿入されず、固定棚３は水平
に支持されないのであるから、本件発明の構成要件Ｄ（「当該固定棚の先端の支持
部に対して上記外管をその伸縮に応じて摺動自在に挿通して該固定棚を水平に支持
し」）を充足するということはできない。また、ロ号物件は、その構成ｅ３のとお
り、置棚を７１．５センチメートルないし１０２センチメートル幅の範囲で用いて
３枚の取替棚４のうち４ｓ１枚以外の組合せの取替棚を掛止した場合は、所定枚数
の取替棚４のいずれかの一端または両端は外管２ａ上に掛止されないのであるか
ら、本件発明の構成要件Ｅ（「所定枚数の取替棚を前後の外管上に掛止したことを
特徴とする」）を充足するということもできない。
　　　　以上のとおり、ロ号物件は本件発明の構成要件Ｄ及びＥをいずれも充足し
ないのであるから、ロ号物件は本件発明の技術的範囲に属しないというべきであ
る。
　２　争点(2)（本件特許権に無効理由が存することが明らかか）について
　　(1)　本件特許権にかかる明細書（甲１）の発明の詳細な説明の記載は、前記
１(1)のとおりであり、これに照らせば、本件発明は、あらゆる寸法の収納空間に適
用可能な置棚を得るために、その長さを調節可能とし、さらに、固定棚と取替棚を
常に水平かつ段差なく支持し、加えて、棚の積載荷重を大きくとるために、「固定
棚及び取替棚を外管のみで支持する」ことにその特徴があるものというべきこと
は、前記１(2)で述べたとおりである。
　　　　被告は、前記「争点」(2)のとおり、４とおりの構成で本件発明の進歩性を
争うところ、以下ではこれらを一括して検討する。
　　(2)ア　乙第２号証は、本件特許出願前である１９８１年７月８日に発行された
英国特許出願公開第２０６６０５６号明細書であり、「伸縮テーブル」に関する発
明が記載されている。同明細書の記載及び図面によれば、同明細書には、「２つの
固定式両端部の裏面に脚を取り付け、左右の脚間に前後に架橋した圧縮装置を設
け、圧縮装置の上方に適宜着脱自在な中間部を配置する伸縮テーブルにおいて、上
記圧縮装置は外管に内管を伸縮自在に挿通してなり、中間部は２つの固定式両端部
間に圧縮装置の圧縮力により挟持される伸縮テーブル」の構成が記載されていると
認められる。しかしながら、圧縮装置が、本件発明における「取替棚」に相当する
中間部を支持する機能を有することは記載されておらず、したがって、同明細書に
は、本件発明における、「固定棚及び取替棚を外管のみで支持する」との構成は記
載されていない。
　　　イ　乙第３号証は、１９６３年３月１２日に特許権が付与され、本件特許出
願前に発行されたと認められる米国特許第３０８０８３２号明細書であり、「折り
畳み式伸縮テーブル」に関する発明が記載されている。同明細書の記載及び図面に
よれば、同明細書には、折り畳み式伸縮テーブルにおいて、所定枚数の適宜着脱可
能なテーブル上面の板を、上面を面一に形成した、開いた方形チャンネル状の内側
セクション、中間セクション、外側セクションを伸縮可能に接続したスライドに載
置し、前後のスライドの中間セクション及び外側セクション状に掛止する構成が記
載されていると認められる。しかしながら、本件発明における「取替棚」に相当す
る着脱可能なテーブル上面の板が掛止されるスライドセクションは、開いた方形チ
ャンネル状のものであるから、これを管ということはできず、したがって、同明細
書には、本件発明における、「固定棚及び取替棚を外管のみで支持する」との構成
は記載されていない。
　　　ウ　乙第４号証は、本件特許出願前である１９６９年６月４日に発行された
独国特許第１２９６７６２号明細書（公開文書）であり、「戸棚状の家具、特に台
所用の家具、水平方向に移動可能な板を装備」に関する発明が記載されている。同
明細書の記載及び図面によれば、同明細書には、戸棚状の家具において、４本の管
状の伸縮はめ合い部品の上方に、本件発明における取替棚に相当する延長板を配置
する構成が記載されていると認められる。しかしながら、同明細書には、「延長板
の全面が安定して支えられるようにするため、伸縮はめ合い管の末端の突き出た部
分に、リング状のディスタンスピース４ｂと４ｃが取り付けられている。このディ
スタンスリング４ｂと４ｃの外径は等しく、それによって、延長板１の確実で安定
した支え台が形成される。このディスタンスピースが必要な理由は、伸縮案内装置
２の伸縮はめ合い管２ａ～２ｄの直径がそれぞれ異なるためである。」と記載され
ており、これによれば、本件発明における「取替棚」に相当する延長板は、伸縮は
め合い管のみによって支持されるのではなく、最も直径の大きい伸縮はめ合い管及
び他の伸縮はめ合い管に取り付けられたディスタンスピースによって



支持されることが認められ、したがって、同明細書には、本件発明における、「固
定棚及び取替棚を外管のみで支持する」との構成は記載されていない。
　　　エ　乙第９号証は、本件特許出願前である平成９年１２月２日に発行された
特開平９－３０８５３２号公開特許公報であり、「棚構造」に関する発明が記載さ
れている。同公報の記載及び図面によれば、同公報には、「左右の柱部材に前後に
架橋した伸縮パイプ材上に適宜着脱自在な基本板を掛止してなる棚において、上記
伸縮パイプ材は外筒に内筒を伸縮可能に挿通してなり、左右の柱部材を、左辺部
材・右辺部材の後方部に設けた柱部材挿入用の筒部に嵌入すると共に、左辺部材・
右辺部材に伸縮パイプ材を連結し、所定枚数の基本板を２枚以上連結して平面板状
に形成した伸縮棚板部を、前後の伸縮パイプ材上に掛止した棚構造」の構成が記載
されていると認められる。しかしながら、同公報の図２では、本件発明における
「取替棚」（ないし「取替棚」及び「固定棚」）に相当する基本板の一部は、本件
発明における「内管」に相当する内筒に掛止されており、他に基本板を本件発明に
おける「外管」に相当する外筒のみに掛止する構成は記載されておらず、したがっ
て、同公報には、本件発明における、「固定棚及び取替棚を外管のみで支持する」
との構成は記載されていない。
　　　オ　乙第１８号証は、本件特許出願前である昭和５２年１０月１８日に発行
された実開昭５２－１３７１２２号公開実用新案公報であり、「水切棚」に関する
発明が記載されている。同公報の記載及び図面によれば、同公報に記載された水切
棚の構成は、パイプ自体を棚部材とするものと認められ、これ以外の棚部材の構成
は記載されていないから、同公報には、本件発明における、「固定棚及び取替棚を
外管のみで支持する」との構成は記載されていない。
　　　カ　乙第２５号証は、本件特許出願前である平成９年３月１１日に発行され
た特開平９－６５９３７号公開特許公報であり、「置棚」に関する発明が記載され
ている。同公報の記載及び図面によれば、同公報には、伸縮可能な置棚において、
大径管とこれに摺動自在に挿通される小径管とからなる２本の棚受バーの間に棚部
材がはめ込まれる構成が記載されていると認められる。しかしながら、同公報の図
１では、本件発明における「取替棚」に相当する棚部材の一部は、本件発明におけ
る「内管」に相当する小径管の間にはめ込まれており、他に棚部材が本件発明にお
ける「外管」に相当する大径管のみの間にはめ込まれる構成は記載されておらず、
したがって、同公報には、本件発明における、「固定棚及び取替棚を外管のみで支
持する」との構成は記載されていない。
　　　キ　乙第３５号証は、本件特許出願前である平成３年８月２３日に発行され
た実公平３－４０１６５号実用新案公報であり、「伸縮式ラック」に関する発明が
記載されている。同公報に記載された実用新案登録請求の範囲の第１項は、「左右
一対の縦フレーム３Ｌ，３Ｒと、該フレーム３Ｌ，３Ｒから対向状に突設される横
桟５Ｌ，５Ｒとでラックフレーム１を構成し、横桟５Ｌ，５Ｒどうしを左右方向へ
挿縮自在に嵌合連結し、左右に分割された一対の棚板部材２Ｌ，２Ｒのそれぞれを
重合姿勢で伸縮可能にラックフレーム１に支持し、かつ重合部で下方に位置する方
の棚板部材の突端に係合孔９を設けた下向きの側壁８ｂを形成し、該係合孔９が前
記横桟に係合支持されている伸縮式ラック。」であり、同じく２項は、「左右の横
桟５Ｌ，５Ｒが直径の異なる管材で形成されており、これら横桟５Ｌ，５Ｒの突端
どうしが直接に嵌合連結されている実用新案登録請求の範囲第１項記載の伸縮式ラ
ック。」であることが認められる。しかしながら、同公報の第１図では、本件発明
における「固定棚」ないし「取替棚」に相当する棚板部材２Ｒの側壁８ｂの係合孔
９は、本件発明における「内管」に相当する横桟５Ｌに係合支持されており、他に
棚板部材の係合孔を本件発明における「外管」に相当する横桟５Ｒのみで係合支持
する構成は記載されておらず、したがって、同公報には、本件発明における、「固
定棚及び取替棚を外管のみで支持する」との構成は記載されていない。
　　　ク　乙第２０、第２８号証は、いずれも本件特許出願前である平成６年１１
月２９日に発行された登録実用新案公報であり、「流し台キャビネットにおける置
棚」に関する発明が記載されている。同公報に記載された実用新案登録請求の範囲
の請求項１は、「左右の両側支脚間の前および後方に、丸または角パイプからなる
横枠を係着固定し、該前後の横枠間に別途両端に鉤部を備えた適宜な棚材を架設し
たことを特徴とする流し台キャビネットにおける置棚」であり、さらに、同公報の
考案の詳細な説明には、「前後の横枠（パイプ）を互いに嵌合可能な異径パイプに
よって伸縮可能にすることで、棚長を随時変更し得るような手段も講じたものであ
る。」（段落【０００９】）、「前後の横枠２・２又は２’・２’は、丸パイプ、



角パイプの別を問わず、互いに嵌合してスライド可能な異径パイプ２ｂ、２ｃによ
って構成することにより（図４参照）、伸縮可能な置棚とすることができるが、こ
の場合において、前後の伸縮横枠２又は２’を構成する左右の大径パイプ２ｃと小
径パイプ２ｂとが、前後の横枠で左右反対に位置するようにすれば、横枠の強度バ
ランスがとれるだけでなく、仮に上記棚材４の鈎部４ａが非伸縮の横枠用として前
後同形の鉤部に成形されている場合であっても、前後いずれか一方の鉤部４が大径
パイプ２ｃに緊密に係着されて、棚材の移動や脱落等を確実に防止できるのであ
る。」（段落【００１６】）との記載があることが認められる。しかしながら、上
記記載の構成は、本件発明における「取替棚」に相当する棚材が、本件発明におけ
る「内管」に相当する小径パイプ２ｂにも架設されるものであり、他に棚材を本件
発明における「外管」に相当する大径パイプ２ｃにのみ架設する構成は記載されて
おらず、したがって、同公報には、本件発明における、「固定棚及び取替棚を外管
のみで支持する」との構成は記載されていない。
　　　ケ　そして、本件の他の証拠（とりわけ、被告が本件特許権にかかる無効審
判請求事件及び異議申立事件において提出した証拠でもある、乙第５ないし第８、
第１０ないし第１７、第１９、第２７、第２９号証の１・２、第３０ないし第３
３、第３６ないし第４３号証）のいずれにも、本件発明における、「固定棚及び取
替棚を外管のみで支持する」との構成は記載されていない。
　　(3)　上記(2)のとおり、本件に現れた全証拠によっても、本件特許出願以前に
おいて、本件発明における、「固定棚及び取替棚を外管のみで支持する」との構成
が公然知られ、公然実施され、又は頒布された刊行物に記載されていたと認めるこ
とはできない。
　　　　したがって、被告が主張するように、本件特許出願当時公然知られ、公然
実施され、又は頒布されていた刊行物に記載されていた発明に基づいて、当業者で
あれば、本件発明に容易に想到することができたものと認めることはできず、本件
特許権について、被告が主張するような無効理由が存在することが明らかであると
いうこともできない。
　３　争点(3)（損害賠償の対象期間）について
　　(1)　原告が、本件特許の出願公開後である平成１３年７月２７日、被告に対
し、公開特許公報を添えて、警告書を送付し、これが同月３０日に被告に到達した
こと、及び、原告が、本件特許出願について、補正後の特許請求の範囲で特許すべ
きものとする旨の審決を受け、最初の特許料を納付した後である平成１４年９月２
６日、被告に対し、補正後の特許請求の範囲と共にその旨を記した通告書を送付
し、これがそのころ被告に到達したことは、前記「前提となる事実」(5)のとおり当
事者間に争いがなく、甲第２及び第３号証の各１、第６号証によれば、上記警告書
及び通告書は、いずれも原告から委任を受けた弁理士が原告を代理して発したもの
であることが認められる。
　　　　弁理士は、その信用を害するような行為をすれば、弁理士法に基づく懲戒
事由となるから（同法３２条、２９条）、一般に、弁理士が依頼者を代理して上記
のような警告書や通告書を送付する際に、その中で客観的事実として記載された事
項は、一応信頼するに足りる場合が多いと認めるべきである。
　　　　したがって、上記警告書及び通告書の送付を受けた被告は、通告書が到達
した時点（発送日からすると、遅くとも平成１４年９月３０日には到達していたも
のと推定すべきである。）においては、本件特許出願について、通告書に記載され
た補正後の特許請求の範囲で特許とすべき旨の審決がされ、最初の特許料も納付さ
れたことを知っていたと認められる。
　　　　そして、一般に、特許査定ないし特許審決がされ、特許料が納付されれ
ば、特段の事情がない限り、早晩特許権の設定登録がされるのであるから、被告
は、上記通告書の到達時において、本件特許出願についても、数日間ないし遅くと
も数週間のうちには、特許権の設定登録がされるであろうことを、高い確度をもっ
て予見することができたものと認めることができる。
　　(2)　以上述べたところを前提として検討するに、被告は、上記通告書の到達に
よって、本件特許出願について、近い将来において、特許権設定登録がされるであ
ろうこと、すなわち、近い将来において、自己のイ号物件の販売行為が原告が取得
する特許権を侵害し、原告に損害を与える結果を招くであろうことを高い確度で予
見することができ、しかも適法に販売行為ができる期間の正確な終期（特許権設定
登録時）を知らなかったのであるから、被告としては、自らの違法な行為によって
特許権者となる原告に損害を生じさせることを避けるために、その時点でイ号物件



の販売行為を中止することができ、かつ、中止すべき注意義務を負っていたという
べきであり、被告がこの注意義務に反してイ号物件の販売行為を継続した行為は、
上記注意義務に違反したものというべきである。したがって、本件特許権の設定登
録時以降に被告がイ号物件を販売し、本件特許権を侵害した行為については、過失
を認めることができる。
　　　　この点、被告は、上記通告の時点では特許権の設定登録はされておらず、
発明の実施者には、将来のどの時点で設定登録がされるかは知り得ないところ、発
明の実施行為は、設定登録までは適法な行為であるのに、実施者には知り得ない設
定登録時以降の行為に過失を認めれば、実施者としては、実施行為が適法なはずの
設定登録以前の時点で実施行為を中止せざるを得なくなると主張する。
　　　　確かに、被告が主張するとおり、特許権の設定登録がされるまでは、その
発明の実施行為は適法である。しかしながら、時期については確定的に知り得ない
としても、近い将来において実施行為が違法となり、これによって他者に損害を生
じさせることが、実施者において高い確度で予見される場合において、その時点で
実施行為を中止すれば、将来他者に損害を生じさせることを防止することができる
のに、漫然とその実施行為を継続し、その結果、将来他者に損害を生じさせること
までもが許容されると解するのは相当ではなく、実施者においては、上記の予見が
可能となった時点において、当該実施行為を中止すべき注意義務を負うものという
べきである。
　　　　また、被告は、特許公報が発行されるまでは、本件特許権が設定されたこ
とを知るのは不可能であるにもかかわらず、設定登録時から過失を認めることは、
当事者において予見・回避不可能な事情を起点として過失責任を認めることになる
と主張する。
　　　　しかしながら、既に述べたとおり、過失自体は、実施者において、実施行
為が近い将来違法となることが高い確度で予見可能となったにもかかわらず、その
実施行為を継続して行った時点から生じており、設定登録時に実施行為が違法とな
ることで、その時点から不法行為責任が発生するものというべきであるから、被告
の上記主張も採用することができない。
　　　　以上のとおりであるから、被告は、本件特許権の設定登録時以降のイ号物
件の販売行為について、過失が認められ、損害賠償責任を負うべきものである。
　４　争点(4)（損害額）について
　　(1)　イ号物件について
　　　　原告が本件発明の実施品を製造販売していることは当事者間に争いがな
い。
　　　　甲第２１ないし第２５号証の各１・２によれば、原告が製造販売する本件
発明の実施品である、「ＯＲ－ＢＥ１」及び「ＯＲ－ＢＥ２」の平均販売価格が、
それぞれ１２４０．４３円と２３５３．８５円であること、１個当たりの利益額
が、運賃（輸送費）を控除する以前においては、それぞれ４７１．０７円と８８
４．６３円であることが認められる。
　　　　原告が得るべき利益額から控除すべき運賃（輸送費）については、原告
は、製品種類毎の運賃は把握していないと主張し、上記各製品の運賃を直接認定す
るに足りる証拠もない。
　　　　しかしながら、甲第２９号証によれば、原告の全製品における売上に対す
る運賃の割合が３．４３パーセントであることが認められ（被告は上記証拠の信用
性を疑問視するが、乙第４９号証によれば、平成１０年度から平成１３年度までの
化学分野〔ただし、原告と同様に樹脂製品の製造を主な業務とする会社のみではな
い。〕の国内１８３社における物流コスト〔ただし、その内容は会社によって異な
る。〕の売上高に占める割合の平均値が、３．９３パーセントから４．３８パーセ
ントの間にあることが認められるところ、この事実に照らせば、甲第２９号証は格
別疑わしいものということはできない。）、一方、乙第５０号証によれば、原告が
製造販売する各種製品のうち、「ＯＲ－ＢＥ１」及び「ＯＲ－ＢＥ２」は比較的大
きい部類に属することが認められるところ、運賃は一般に荷物の大きさと重さによ
って決せられるものであるから、「ＯＲ－ＢＥ１」及び「ＯＲ－ＢＥ２」の運賃は
原告の全製品の平均よりも高いことが推認されるが、これは直ちに「ＯＲ－ＢＥ
１」及び「ＯＲ－ＢＥ２」の平均販売価格に対する運賃の割合が原告の全製品にお
ける売上に対する運賃の割合よりも高いことを意味するものではない。
　　　　以上の事情に照らせば、他に特段の証拠のない本件において、「ＯＲ－Ｂ
Ｅ１」及び「ＯＲ－ＢＥ２」の運賃について、その平均販売価格と原告の全製品に



おける売上に対する運賃の割合を用いて算定することは合理的なものというべきで
ある。
　　　　したがって、「ＯＲ－ＢＥ１」及び「ＯＲ－ＢＥ２」の運賃は、以下のと
おり算定される。
　　　　　　「ＯＲ－ＢＥ１」について
　　　　　　　　1,240.43円×0.0343＝42.55円
　　　　　　「ＯＲ－ＢＥ２」について
　　　　　　　　2,353.85円×0.0343＝80.74円
　　　　上記の運賃額の認定によれば、したがって、運賃を控除した後の１個当た
りの利益額は、「ＯＲ－ＢＥ１」が４２８．５２円、「ＯＲ－ＢＥ２」が８０３．
８９円となる。
　　　　ところで、特許権は設定登録により発生するものであり（特許法６６条１
項）、本件特許権の設定登録は前記「前提となる事実」(2)のとおり平成１４年１０
月１１日であるが、現実の設定登録は同日のいずれかの時点でされたものと推定さ
れるところ、被告が同日に販売したイ号物件のうち、本件特許権の設定登録後に販
売されたものがあることを認めるに足りる証拠はないから、損害額の計算において
は、同月１２日以降の販売分を基礎とするべきである。
　　　　乙第４７、第４８号証によれば、平成１４年１０月１２日以降の被告によ
るイ号物件の販売数は、別紙イ号物件販売数一覧表のとおりであったことが認めら
れ、これによれば、「ＮＯＤ－３７０」の販売数は１万０４４５箱、「ＮＯＤ－３
７０×２」の販売数は４万０３９５箱となり、このうち、訴状送達の日の翌日であ
る平成１５年１月１９日までの販売数は、「ＮＯＤ－３７０」が１万００２３箱、
「ＮＯＤ－３７０×２」が３万９５９４箱であり、同日より後の販売数は、同月２
０日に「ＮＯＤ－３７０」が２１３箱及び「ＮＯＤ－３７０×２」が４１４箱、同
月２１日に「ＮＯＤ－３７０」が２０９箱及び「ＮＯＤ－３７０×２」が３８７箱
である。
　　　　以上によって計算すると、特許法１０２条１項により推定される、被告に
よるイ号物件の販売によって、原告が被った損害額は、以下のとおりとなる（各計
算において小数点以下切り捨て）。
　　　　①　平成１５年１月１９日までの販売分
　　　　　　「ＮＯＤ－３７０」（「ＯＲ－ＢＥ１」相当品）について
　　　　　　　　428.52円×10,023箱＝ 4,295,055円
　　　　　　「ＮＯＤ－３７０×２」（「ＯＲ－ＢＥ２」相当品）について
　　　　　　　　803.89円×39,594箱＝31,829,220円
　　　　　　小計　　　　　　　　　　36,124,275円
　　　　②　平成１５年１月２０日の販売分
　　　　　　「ＮＯＤ－３７０」について
　　　　　　　　428.52円×   213箱＝    91,274円
　　　　　　「ＮＯＤ－３７０×２」について
　　　　　　　　803.89円×   414箱＝   332,810円
　　　　　　小計　　　　　　　　　　   424,084円
　　　　③　平成１５年１月２１日の販売分
　　　　　　「ＮＯＤ－３７０」について
　　　　　　　　428.52円×   209箱＝    89,560円
　　　　　　「ＮＯＤ－３７０×２」について
　　　　　　　　803.89円×   387箱＝   311,105円
　　　　　　小計　　　　　　　　　　   400,665円
　　　　④　①ないし③の合計　　　　36,949,024円
　　(2)　弁護士費用及び弁理士費用について
　　　　原告が被った損害額のうち、弁護士費用相当分としては、本件事案の難
易、請求額、上記認容額、その他諸般の事情を勘案し、３７０万円をもって相当と
認める。
　　(3)　合計　　　　　　　　　　　　　　　　　４０６４万９０２４円
　５　争点(5)（補償金請求権の成否とその額）について
　　(1)　原告が、本件特許の出願後である平成１３年７月２７日、被告に対し、公
開特許公報を付して警告書を送付し、これらが平成１３年７月３０日に被告に到達
したことは前記「前提となる事実」(5)のとおり、当事者間に争いがない。
　　　　ところで、本件特許の特許請求の範囲が、出願公開後に補正され、公開特



許公報に記載されたものと登録時のものとでは異なることも、前記「争点」(5)の各
当事者の主張のとおり、当事者間に争いがない。
　　　　このように、特許出願人が出願公開後に発明の内容を記載した書面を提示
して警告した後、補正によって特許請求の範囲が補正された場合において、その補
正が元の特許請求の範囲を拡張、変更するものであって、警告を受けた者の実施し
ている物品が、補正前の特許請求の範囲の記載によれば発明の技術的範囲に属しな
かったのに、補正後の特許請求の範囲の記載によれば発明の技術的範囲に属するこ
ととなったときは、補償金請求のためには、補正後に改めて警告をするなどして、
警告を受けた者が補正後の特許請求の範囲の内容を知ることを要するが、その補正
が、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において補正前
の特許請求の範囲を減縮するものであって、警告を受けた者の実施している物品
が、補正の前後を通じて発明の技術的範囲に属するときは、補正後に再度の警告等
により警告を受けた者が補正後の特許請求の範囲の内容を知ることを要せず、その
者に対して補償金を請求することができるものと解するのが相当である。
　　　　これを本件特許権についてみるに、前記「前提となる事実」(5)のとおり、
本件発明について、公開特許公報に記載された特許請求の範囲は別紙公開特許公報
の該当欄記載のとおりと認められるところ、これを登録された特許請求の範囲の前
記「前提となる事実」(2)の分説に対応するように分説すると、以下のとおりとな
る。
　　　　　Ａ’　　　左右の支脚間に架橋した棚受用横桟上に適宜着脱自在な取替
棚を掛止してなる置棚において、
　　　　　Ｂ　　　上記棚受用横桟は外管に内管を伸縮可能に挿通してなると共
に、
　　　　　Ｃ’～Ｅ’　上記内管側の支脚から外管にかけて水平に支持し、かつ外
管に対する支持部を当該外管の伸縮に応じて摺動自在とした固定棚を設けたことを
特徴とする
　　　　　Ｆ　　　置棚
　　　　登録された本件特許の特許請求の範囲を上記出願公開時の特許請求の範囲
と比較すると、構成要件Ｂ及びＦは同一であり、構成要件Ａは、構成要件Ａ’の
「架橋した」の前に「前後に」の文言を挿入して、横桟の架橋態様を限定したもの
であり、構成要件Ｃは、構成要件Ｃ’～Ｅ’の固定棚と内管側の支脚との関係を、
単に固定棚を内管側の支脚上に配置することとされていたのを固定棚の「後方裏面
に設けた取付孔に内管側の支脚を嵌入する」としてその取付態様を限定したもので
あり、構成要件Ｄは、構成要件Ｃ’～Ｅ’の固定棚の外管に対する支持部を「固定
棚の先端の支持部」として固定棚における位置を限定したものであり、構成要件Ｅ
は、構成要件Ｃ’～Ｅ’の構成においては内管側の支脚に固定棚が配置され、かつ
固定棚が外管にかけられるから、取替棚を掛止するのは棚受用横桟の外管に限定さ
れるところ、これを明確にしたものであることが認められる。
　　　　以上によれば、本件発明についての、公開特許公報に記載された特許請求
の範囲から登録された特許請求の範囲への補正は、特許請求の範囲を減縮するもの
であったということができ、イ号物件は、上記補正の前後を通じて本件発明の技術
的範囲に属するものと認められる。
　　　　したがって、原告は、平成１３年７月３０日に被告に到達した公開特許公
報を付した警告書を根拠として、その後にされたイ号物件の販売について、被告に
対して補償金を請求することができる。
　　　　なお、原告は、被告による平成１４年１０月１１日のイ号物件の販売分に
ついては特許権侵害に基づく損害賠償請求権を主張し、補償金請求権としては基本
的にその前日までの販売分について主張しているものであるが、その趣旨とすると
ころは、平成１４年１０月１１日の販売分については損害賠償請求権を主位的に主
張するものであって、予備的には補償金請求権を主張しているものと解せられるも
のであるから、同日の販売分について補償金請求権を認めることを妨げるものでは
ない。
　　(2)　被告によるイ号物件の平均卸売価格が、「ＮＯＤ－３７０」については１
個当たり１２４６円、「ＮＯＤ－３７０×２」については１個当たり１６６６円で
あったことは当事者間に争いがない。
　　　　ところで、補償金請求の対象となる発明の実施は警告後のものに限られる
が（特許法６５条１項）、甲第２号証の２及び第３号証の２によれば、原告が発し
た警告書及び公開特許公報が被告に到達したのは、平成１３年７月３０日の正午か



ら午後６時までの間であったと認められるところ、被告が同日に販売したイ号物件
のうち、上記警告書の到達後に販売されたものがあることを認めるに足りる証拠は
ないから、原告が受けるべき補償金額の計算においては、同月３１日以降の販売分
を基礎とするべきである。
　　　　乙第４７、第４８号証によれば、平成１３年７月３１日から本件特許権の
登録日である平成１４年１０月１１日までの被告によるイ号物件の販売数は、別紙
イ号物件販売数一覧表のとおりであったことが認められ、これによれば、「ＮＯＤ
－３７０」の販売数は２万５６９０箱、「ＮＯＤ－３７０×２」の販売数は１７万
９５８３個となる。
　　　　補償金請求に際しての本件発明の実施料率としては、前記１で述べたとこ
ろからうかがわれる本件発明の進歩性及び作用効果の程度、また、被告が、原告に
よる本件訴訟提起後に、イ号物件の販売を中止し、これに代えてロ号物件の販売を
開始しているところ、被告は、ロ号物件について、イ号物件と同一の製品番号を付
し、同一の箱を使用して、イ号物件と同等品（ないし同一品）として販売している
ことが認められること（検甲１、検乙１、２、乙２１）などに照らし、卸売価格の
３パーセントをもって相当と認める。
　　　　以上によって計算すると、原告が受けるべき補償金の額は、以下のとおり
となる。
　　　　　　「ＮＯＤ－３７０」について
　　　　　　　　1,246円× 25,690箱×0.03＝  960,292円
　　　　　　「ＮＯＤ－３７０×２」について
　　　　　　　　1,666円×179,583箱×0.03＝8,975,558円
　　　　　　合計　　　　　　　　　　　　　9,935,850円
　６　結論
　　　以上のとおりであるから、原告の請求は、上記４で認定した損害額及び上記
５で認定した補償金額、並びに、平成１５年１月２０日及び同月２１日のイ号物件
の販売による損害金に対してはそれぞれ同日から、その余の損害金に対しては被告
による特許権侵害行為の後の日である同月１９日から、補償金に対しては本件訴状
による請求が被告に送達された翌日である同月１９日からのそれぞれ遅延損害金を
求める限度で理由がある。
　　　よって、主文のとおり判決する。

　　　　　　大阪地方裁判所第２６民事部

　　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　山　　田　　知　　司

　　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　中　　平　　　　　健

　　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　守　　山　　修　　生

（別紙）
イ号物件目録ロ号物件目録イ号物件販売数一覧表


